
秋田市告示第86号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基

づき、次のとおり指定納付受託者を指定したので、秋田市財務規則（平成

９年２月28日規則第37号）第43条の２第２項の規定により告示する。

令和４年３月25日

秋田市長 穂 積 志

１ 指定納付受託者の名称および所在地

(1) 株式会社秋田ジェーシービーカード

秋田県秋田市大町二丁目４番44号

(2) 株式会社秋田国際カード

秋田県秋田市大町一丁目３番８号

２ 指定納付受託者に納付させる歳入

(1) 個人市民税・県民税（普通徴収）

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税（種別割）

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料（普通徴収）

(6) 介護保険料（普通徴収）

(7) 私立保育所保護者負担金

(8) 公立保育所保護者負担金

(9) 延長保育利用収入

(10) 市営住宅使用料

(11) 市営住宅駐車場使用料

(12) 特定公共賃貸住宅使用料

ただし、クレジットカード納付専用インターネットウェブサイトを利

用して納付されたものに限る。



３ 指定納付受託者を指定した年月日

令和４年３月17日


